
議案第６３号 

かすみがうら市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 かすみがうら市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定する。 

平成３０年１１月２０日提出 

かすみがうら市長  坪 井  透  

かすみがうら市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例

 かすみがうら市水道事業の設置等に関する条例（平成１７年かすみがうら市

条例第１４４号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

 第１条中「かすみがうら市水道事業」の次に「及び下水道事業（公共下水道

事業並びに特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同

じ。）（以下これらを「上下水道事業」という。）」を加える。 

 第２条の見出し中「水道事業の」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質

の保全に資するため、下水道事業を設置する。 

第２条の次に次の１条を加える。 
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 （法の全部適用） 

第２条の２ 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４

０３号。以下「令」という。）第１条第２項の規定により、下水道事業に法の

規定の全部を平成３１年４月１日から適用する。 

 第３条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２項から第

４項までを次のように改める。 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

（１） 給水区域は、かすみがうら市全域とする。 

（２） 給水人口は、４万６，４００人とする。 

（３） １日最大給水量は、１万７，６００立方メートルとする。 

３ 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

（１） 排水区域は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規

定により定めた事業計画の区域とする。 

（２） 処理施設（かすみがうら市下水道条例（平成１７年かすみがうら市条

例第１４０号）第３条第３号の処理施設をいう。）の名称、位置及び処理区

域は、別表第１のとおりとする。 

（３） 排水区域面積は、９７ヘクタールとする。 

（４） 排水人口は、２，５００人とする。 

（５） １日最大処理能力は、９５０立方メートルとする。 

４ 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

（１） 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第２のとお

りとする。 

（２） 排水区域面積は、５８７．６ヘクタールとする。 

（３） 排水人口は、１２，４７０人とする。 

（４） １日最大処理能力は、１，９８３立方メートルとする。 
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 第４条第１項中「地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）」を「令」

に、「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２項中「水道事業」を「上

下水道事業」に改め、「水道事務所」を削る。 

 第５条から第７条まで並びに第８条第１項及び第２項第３号中「水道事業」

を「上下水道事業」に改める。 

 附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第３条関係） 

名称 位置 処理区域 

志戸崎・田伏地区特定環境

保全公共下水道排水処理施

設 

かすみがうら市田伏６

６６２番地 

志戸崎の一部 

田伏の一部 

坂の一部 

中台の一部 

別表第２（第４条関係） 

名称 位置 処理区域 

柏崎地区農業集落排水処理

施設 

かすみがうら市柏崎１

９９６番地 

柏崎 

田伏の一部 

岩坪の一部 

大和田地区農業集落排水処

理施設 

かすみがうら市一の瀬

２５３番地２ 

大和田 

下大堤 

男神 

三ツ木の一部 

南根本の一部 

西成井の一部 

中台の一部 

深谷地区農業集落排水処理 かすみがうら市深谷３ 上大堤 
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施設 ９７５番地６ 深谷の一部 

南根本の一部 

三ツ木の一部 

土田地区農業集落排水処理

施設 

かすみがうら市上土田

５０番地４ 

上土田 

下土田 

志筑地区農業集落排水処理

施設 

かすみがうら市中志筑

１９４番地１ 

上志筑 

中志筑 

上稲吉地区農業集落排水処

理施設 

かすみがうら市上稲吉

５６９番地３ 

上稲吉の一部 

新治地区農業集落排水処理

施設 

かすみがうら市新治１

８６１番地 

下稲吉の一部 

新治の一部 

千代田東部地区農業集落排

水処理施設 

かすみがうら市東野寺

１７５４番地２ 

下志筑 

市川 

東野寺 

西野寺 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （かすみがうら市行政組織条例の一部改正） 

２ かすみがうら市行政組織条例（平成１７年かすみがうら市条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条第６号ア及びイを削り、次のように加える。 

   道路、河川その他土木に関すること。 

 （かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正） 

３ かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例（平成１９年かすみ

がうら市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 
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  別表中第２６号及び第２７号を削り、第２８号を第２６号とし、第２９号

から第３８号までを２号ずつ繰り上げる。 

 （かすみがうら市職員定数条例の一部改正） 

４ かすみがうら市職員定数条例（平成１７年かすみがうら市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。 

 （かすみがうら市特別会計条例の一部改正） 

５ かすみがうら市特別会計条例（平成１７年かすみがうら市条例第５３号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中第３号及び第４号を削り、第５号を第３号とする。 

 （かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管理及び処分に関

する条例の一部改正） 

６ かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管理及び処分に関

する条例（平成１７年かすみがうら市条例第７１号）の一部を次のように改

正する。 

  第４条中「農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算」を「下水道事業会計

歳入歳出予算」に改める。 

  第５条中「歳計現金に」を削る。 

 （かすみがうら市下水道条例の一部改正） 

７ かすみがうら市下水道条例（平成１７年かすみがうら市条例第１４０号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

 第２条 削除 

  第３条第２号中「その他の排水施設」を「その他の施設」に改め、第１３

号中「規則」を「上下水道事業管理規程（以下「管理規程」という。）」に改

める。 
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  第５条、第７条第１項、第１１条、第１２条、第１３条第２項及び第１４

条中「規則」を「管理規程」に改める。 

  第１８条第１項及び第３項中「別表第２」を「別表」に改める。 

  第２０条、第２２条第１項、第２５条第３号及び第５号、第２６条第１号、

第２７条第２号並びに第２９条第６号中「規則」を「管理規程」に改める。 

  第３２条第１項の表指定工事店標証板交付手数料の項を削る。 

  第３３条中「規則」を「管理規程」に改める。 

  別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

 （かすみがうら市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正） 

８ かすみがうら市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成

１７年かすみがうら市条例第１４２号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例 

  第１条中「設置及び」を削る。 

  第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

  第６条中「規則」を「上下水道事業管理規程（以下「管理規程」という。）」

に改める。 

  第７条中「かすみがうら市指定排水設備工事店規則（平成１７年かすみが

うら市規則第１１９号）」を「管理規程」に改める。 

  第８条第１項、第１０条、第１１条及び第１３条中「規則」を「管理規程」

に改める。 

  第１４条中「別表第２」を「別表第１」に改める。 

  第１６条中「規則」を「管理規程」に改める。 
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  第１７条中「別表第３」を「別表第２」に、「規則」を「管理規程」に改め

る。 

  第２２条中「規則」を「管理規程」に改める。 

  別表第１を削り、別表第２を別表第１とし、別表第３を別表第２とする。 

 （かすみがうら市農業集落排水事業分担金に関する条例の一部改正） 

９ かすみがうら市農業集落排水事業分担金に関する条例（平成１７年かすみ

がうら市条例第１４３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「かすみがうら市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する

条例（平成１７年かすみがうら市条例第１４２号）の別表第１」を「かすみ

がうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１７年かすみ

がうら市条例第１４４号）の別表第２」に改める。 
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